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■２２・５４街区利活用に関する課題 

 

○○○○駐車施設駐車施設駐車施設駐車施設のののの附置等附置等附置等附置等についてについてについてについて    

  駐車場法第２０条の規定に基づき定められている「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」

や、「大分市自転車等の放置の防止等に関する条例」により、規模の大きい駐車・駐輪施設を設ける必

要がある。 

  また、２２街区に駐車・駐輪施設を設ける場合、施設内でのバス・一般車両等が輻輳することを避け

るため、出入口や車路の区別が必要となり、周辺の歩行動線への影響や建物の構造上の制約が大きくな

ることから、２２・５４街区を一体的に利用する観点で、附置する駐車・駐輪施設を５４街区に集約す

ることが望ましい。 

 

◆「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」附置義務の設置基準 

≪商業地域・近隣商業地域≫ 

附置義務台数算出式        ：延べ面積÷150 

荷さばきのための駐車施設台数算出式：延べ面積÷3,000 ※百貨店、その他の店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

※延床面積：【２２街区】  57,300 ㎡（計画建物、守衛室・機械室等、バスターミナル、荷捌き駐車場） 

      【５４街区】  68,550 ㎡（計画建物、守衛室・機械室等、駐輪場、立体駐車場、荷捌き駐車場） 

      【合   計】 125,850 ㎡ 

※駐車施設面積（建物内）：17,800 ～ 24,200 ㎡ 

※特定用途とは 

自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途（駐車場法施行令第18 条） 

百貨店その他の店舗、事務所、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、 

放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、 

料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、 

遊技場、ボーリング場、体育館、卸売市場、倉庫及び工場 

 

 

 

 

 

 

 

○22・５４街区の容積率（６００％、５００％）をフルに活用し、 
交通結節機能以外の部分を「特定用途」に想定した場合、 
附置義務の駐車台数は、約６３０台必要 

○延床面積（２２・５４街区）に対する駐車施設の面積割合は、約１４～１９％ 
 ※５４街区のみの場合は、約２６％～３５％           （別紙図面） 

資料３－２ 
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◆「大分市自転車等の放置の防止等に関する条例」に基づく附置義務駐輪場の設置基準 

≪小売店舗、物品賃貸業（音楽、映画等に係るものに限る。）を営む店舗及び飲食店≫ 

自転車等駐車場の規模：施設面積が20 ㎡ごとに1 台（緩和措置あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※延床面積：【２２街区】  57,300 ㎡（計画建物、守衛室・機械室等、バスターミナル、荷捌き駐車場） 

      【５４街区】  68,550 ㎡（計画建物、守衛室・機械室等、駐輪場、立体駐車場、荷捌き駐車場） 

      【合   計】 125,850 ㎡ 

※駐輪施設面積：４，３５０㎡ 

 

○○○○大型大型大型大型バスバスバスバス等等等等駐車場駐車場駐車場駐車場のののの対応対応対応対応についてについてについてについて    

  ・これまで、市主催事業やイベント、ホテル宿泊客用バス等の駐車場として５４街区を利用した経過

があり、これらの機能の取り扱いについて方向性を決める必要がある。 

   ≪平成２９年度利用実績≫ 

    ホテル宿泊客用マイクロバス駐車場  ８件 

    イベント等関係者駐車場       ７件 

    市主催事業用関係者駐車場     １５件 

    現場事務所、資機材置き場、駐車場 １２件 

※現場事務所、資機材置き場としての利用は、平成３０年４月末で終了し、以後認めていない 

・平成２４年１１月１９日付けで大分市ホテル旅客事業協同組合より「大型バス駐車場確保等に関す

る要望書」が提出され、大分市中心部における有料大型バス駐車場の確保が要望された。 

  ・平成２７年４月１日より２２街区で「大分市要町貸切バス駐車場」（収容台数20 台）を供用開始。 

営業用バス（緑ナンバー）の受入は可能となっている。 

交通機能結節施設（２２街区） 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○22・５４街区の容積率（６００％、５００％）をフルに活用した場合、 
附置義務の駐輪台数は、１，２００台必要 

○延床面積（２２・５４街区）に対する駐輪施設の面積割合は、約３％ 
 ※５４街区のみの場合は、約６％                （別紙図面） 
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